
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Commerce One Holdings Inc.

最終更新日：2023年6月29日
G－コマースワン

代表取締役 岡本　高彰

問合せ先：03-6261-6677

証券コード：4496

https://www.cm-one.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考え
ており、また株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元につながるものと考えております。そのために経営環境の変化を適時に捉
え、迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築し、企業としての社会的責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し透明性のある迅速な業務管
理体制の確立を図り、経営を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

岡本 高彰 2,162,000 29.44

Asian Asset Acquisition Pte., Ltd.

（常任代理人　大和証券株式会社）
1,708,000 23.26

株式会社フューチャースピリッツ 564,400 7.69

伏見 裕子 261,600 3.56

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 229,800 3.13

木下　圭一郎 167,100 2.28

CACEIS BANK FOR （EQUITIES）NON TREATY UCITS CLIENTS

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
167,000 2.27

北川 輝信 150,000 2.04

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
100,300 1.37

FCP SEXTANT GRAND LARGE

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）
79,000 1.08

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

－

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項は特にございません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

伊藤　勇太 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者



f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

伊藤　勇太 ○ ―――

公認会計士として財務及び会計に関する専門
的な知見を有しており、執行部門に対する監査
機能強化を期待して選任しております。また、
貴証券取引所の定める独立役員要件を満たし
ているため、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断し、独立役員として指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 5 0 1 1 0 3
社外取
締役

補足説明

役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポ
レート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。

取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。

取締役会の決議によって選任された委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査（監査役監査、会計監査、内部監査）を実施し、それぞれの監査の実効性を
高め、かつ全体として監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っております。

内部監査担当と監査役は相互に計画書や監査書類の閲覧や聴取により緊密に連携を行っております。

監査役と会計監査人との間で、定期的な会合が開催されており、監査上の問題点や今後の経営課題に関して、意見交換が行われております。

上記を踏まえ、原則四半期毎に三様監査情報連携を行い、各監査間での監査計画・監査結果の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互
連携の強化に努めております。



社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

髙木　和則 他の会社の出身者

上杉　昌隆 弁護士

石原　工幹 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙木　和則 ○ ―――

長年の金融機関勤務や上場会社の監査役とし
て培われた専門的な知識や経験を活かし、当
社の常勤監査役として、取締役の職務執行の
監査や、取締役会での助言をいただけるものと
判断して、社外監査役に選任したものでありま
す。また、同氏と当社との間に特別な利害関係
は存在しておらず、貴証券取引所が定める独
立性基準を満たしているため、一般株主との利
益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役
員として指定しております。

上杉　昌隆 ○ ―――

弁護士として法律に関する豊富な知見を有して
おり、また他社での社外監査役も経験してお
り、執行部門に対する監査機能強化を期待して
選任しております。また、貴証券取引所の定め
る独立役員要件を満たしているため、一般株主
と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独
立役員として指定しております。

石原　工幹 ○ ―――

司法書士として登記及び法務に関する専門的
な知見を有しています。その専門家としての経
験や実績を活かすことにより、執行部門に対す
る監査機能強化を期待して選任しております。
また、貴証券取引所の定める独立役員要件を
満たしているため、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断し、独立役員として指定
しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

ストックオプションや業績連動型報酬制度のような制度はありませんが、各役員の担当する業務の前年度達成状況を役員個々人の報酬額の査定
に反映しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円を超えるものが存在しないため、取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬につきましては、従来、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び
能力等を勘案し、取締役会から委任された代表取締役が適正な報酬額を決定することとしておりましたが、取締役の報酬の決定に関する意思決
定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021年５月14日付で取締役会の諮問機関として任
意の報酬委員会を設置しております。今後は、取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内におい
て、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、報酬委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

管理本部より、取締役会の開催に際して、事前に議題及び関連資料を社外役員含む全取締役・監査役に送付するほか、必要に応じて事前説明を
行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会を設置しております。

（１）取締役会

当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会
を開催しております。

取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議及び決定
するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

（２）監査役及び監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の計３名で構成されており、うち３名が社外監査役であります。毎月開催される監査役会
に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧などを通じて、経営全般に関して幅
広く検討を行っております。各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役
会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

（３）報酬委員会

　当社は、取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、20
21年５月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、３名以上の取締役又は監査役（うち半数
以上は独立社外取締役・独立社外監査役）を構成要件とし、提出日現在５名の委員で構成されております。

　報酬委員会は、主に役員の報酬の決定に関わる基本方針と報酬等の内容を審議し、その結果を取締役会に答申いたします。

（４）内部監査

　当社は純粋持株会社としてグループの統括管理を行う管理本部のみの組織体であるために、当社本体は外部の公認会計士資格を有する専門
家に監査を外部委託しております。また、当社グループ子会社である株式会社空色は当社管理本部長が取締役を兼務しているため同様に外部
の専門家に監査を外部委託しております。一方、株式会社空色を除く当社グループ子会社の内部監査はグループ監査を代表取締役に任命され
た当社管理本部長が、内部監査担当者３名とともに実施しております。監査担当者３名は事業年度の監査計画立案、計画に基づいたグループ子
会社各部門の業務執行状況の確認、法令、定款、社内規程に対する適法性や妥当性について内部監査を実施しております。内部監査につきまし
ては、内部監査報告書を作成し各社代表取締役、監査役会及び監査役に報告しております。

（５）コンプライアンス委員会

　法令遵守に向けた取組みを行うために、当社代表取締役、管理本部長及び子会社の代表取締役を構成員とするコンプライアンス委員会を設置
しています。同委員会は、当社グループが認識するべきコンプライアンス上の問題を整理し協議する場として、必要に応じて随時開催しておりま
す。

（６）会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、提出日現在において、取締役５名うち社外取締役１名、監査役３名うち社外監査役３名の体制であります。社外取締役及び社外監査役
は、監査機能の強化または監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけであります。

当社の事業規模やスピードを勘案し、現状の監査役制度の下、社外取締役及び社外監査役による経営への監督機能を確保しつつ、業務執行の
効率化を図ることが、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に繋がるものと判断し、現状の体制を構築しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主総会招集通知作成の早期化等の社内体制の整備を行うなど株主総会招集
通知の早期発送を心がけています。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、より多くの株主の皆
様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう留意して取り組んで
参ります。事務日程、会場の予約状況を勘案の上、開催日を決定しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットでの議決権行使の導入については、今後の課題として検討して参ります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加については、今後の課題とし
て検討して参ります。

招集通知（要約）の英文での提供 現時点では、邦文のみでの提供となっております。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ上のIR専用ページに公表することを検討しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方針を説明す
ることを検討しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方
針を説明することを検討しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 現時点での予定はございません。 なし

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページ上のIR専用ページに、決算情報、適時開示情報、決算説
明資料などを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部を担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大
の最大要因であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、
迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性
を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに健全な倫理観に基づくコンプライ
アンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 今後、検討すべき事項として考えております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行う方針であります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、「内部統制の基本方針」に基づき内部統制システムの運用を行っております。

ａ　取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ）当社は、職務の執行が法令等に適合することを確保するため、各種人事・労務規程、コンプライアンス・管理規程、その他関連する規程を定め
る。

ⅱ）当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓蒙・推進活動およびコンプライアンス体制の
運営・監視に努める。

・コンプライアンス委員会が、啓蒙・推進活動を立案し、同委員会事務局および各部門長が中心となりこれを実施する。

・各部門長は、職務の執行において準拠・遵守すべき法令等を整理・確認し、業務手順書やチェックリスト等の整備・改定を行い、運用の徹底に努
める。

・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反事案について報告を受け、その対応状況についてレビューを行う。

ⅲ）当社は、法令違反その他コンプライアンスについての内部通報制度を整備し、必要に応じて取締役会、監査役会へ適切な報告がなされるため
の体制を整える。このため、相談・通報窓口を社内・社外に設置するとともに、社内規程において、通報者に対する通報を理由とした不利益な取扱
いを禁止する。

ⅳ）監査役は、定期的、随時に取締役の職務執行につき法令及び定款に違反する重大な事実がないか、また取締役会等の経営判断につき取締
役の善管注意義務・忠実義務の観点から不当な点がないかを監査する。また、監査役ならびに内部監査部門は、各部門におけるコンプライアンス
の状況について監査を実施し、取締役会等に報告する。

ｂ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書（関連資料および電子媒体等に記録されたものを含む以下「文書」という）に保存さ
れ、その情報の管理については、「文書管理規程」および「情報セキュリティ管理規程」の定めるところによると定めております。

ｃ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ）当社は、当社の業務全般について、事業環境の変化を含めリスクの可能性のある事象を識別し、リスクの分類、分析、評価、対応を行うプロセ
スおよびその所管部門、関連規程等を明確化させ、リスク管理体制を整備する。

ⅱ）当社は、諸規程、手順書、業務フロー等を整備し、次のとおり運用する。また、当社が認識すべき主要なリスクについては、これを整理し、共有



化を図る。

・重大なリスクは、直ちに取締役会、グループ経営会議に報告し、全社的に統一した対応を図る。

ⅲ）当社は、当社の事業や財産・名誉・信用や役職員の生命・身体に重大な損害を与え、適正、適時に対応を怠った場合に当社の存在を危うくす
るような緊急かつ重大な危機が発生した場合に機動的に対応するため各種リスク管理規程を定め、これに基づき次のリスク管理体制を確立す
る。

・リスク管理体制としては、平時においては、当社本部および関連各部門が危機に繋がる可能性を早期に察知・把握し、危機発生時においては、
社長を室長とする緊急事態対策室が危機対応に関する事項について必要な意思決定を行う。

・各種リスク管理規程に基づき、事業継続計画を定め、発生時の緊急体制と運営方法等を策定し、予防措置、教育・訓練等を実施するとともに、計
画の定期的な点検および不備の是正を行う。

ｄ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」では、月１回の定例取締役会並びに、随時行う臨時取締役会において重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況について
の情報を共有すると定めており、また、「予算管理規程」に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施しております。

ｅ　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア　「関係会社管理規程」に基づき、子会社に関する諸手続および管理体制について定め、業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況につい
て定期的に報告を求めるものとしております。

イ　管理本部・内部監査担当者が子会社のコンプライアンス体制を監視すると同時に、内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導する
ものと定めております。

ウ　当社内に子会社の内部通報窓口を設けることにより、業務の適正確保に努めると定めております。

ｆ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関
する事項

ⅰ)当社は、監査役の職務を補助するため、当社管理本部担当者がこれにあたる。当社管理本部担当者は、監査環境を踏まえ、関連各部門との
兼務者とするが、使用人の監査関連職務遂行の際の指揮・命令権者は監査役とする。

ⅱ)これらの体制および独立性を確保するために、管理本部担当者についての指名・異動・懲戒等の人事事項については監査役会での決議のう
え実施されるものとする。

ｇ　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

当社は以下の通りに監査役に対する各種報告体制を確保しております。

ⅰ)常勤監査役は、経営管理上重要なすべての会議に常時出席する。

ⅱ)監査役は、内部監査部門との定期的および随時の協議を通じ、監査役監査と内部監査との連携を図る。

ⅲ)代表取締役と監査役は取締役会・グループ経営会議等を通じて、会社事業環境とリスク、会社が対処すべき課題、監査役監査環境整備の状
況、監査上の重要課題等についての意見交換をする。

ｈ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は以下の通りに監査役監査が実効的に行われる体制を確保しております。

ⅰ) 常勤監査役は、定期的および随時に各部門の監査ヒアリングならびに主要子会社の往査を実施する。また、取締役は往査体制を充実させ

る。

ⅱ) 取締役は、経営管理上の重要決裁文書や報告文書等が、定期的に、又は事象の発生や意思決定の都度、常勤監査役に遅滞なく報告される

こと、また、監査役への報告者に対する報告を理由とした不利益な取扱いがされないことを常に徹底する。

ⅲ) 取締役は、監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については監査の実効を担保するべく予算を措置する。

ⅳ) 常勤監査役は、監査役監査基準の内容および運用方針を取締役会等に報告し、取締役および執行部門の監査協力を図る。

ｉ　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、「内部統制の基本方針」・「財務報告
に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整
備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「反社会勢力対策規程」及び「反社会的勢力排除に関する調査マニュアル」を制定し、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、
金銭その他の一切の利益を提供しないと定めております。

反社会的勢力の排除を推進するために管理本部長を責任者とし、反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を
要求されたときまたは暴行を受けたときは、直ちに警察に届け出るものと定めております。

また、取引先に関しては、必ず事前に管理本部にてインターネット検索サイトの「Google」および日本経済新聞社が運営する記事検索サービス「日
経テレコン」を利用した記事検索等を実施して、反社会的勢力との関係を調査するものと定めております。

今後は、反社会的勢力からの不要要求に備え、全国暴力追放運動推進センターその他の機関との密接な連携関係を構築することも検討してまい
ります。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明



格別の買収防衛策を導入しておりませんが、当社の株主の共同の利益又は企業価値を毀損するおそれのある買収行為が行われる可能性があ
る場合は、買収防衛策の導入を検討し、導入を決定した場合には、その詳細について直ちに公表いたします。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

-


